
1

経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
間
の
協
定
第
一
・
十
二
条
に
基
づ
く
日
本
国
政
府
と
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
と
の
間
の
実
施
取
極

目
次

前
文

第
一
章

総
則

第
一
・
一
条

適
用
範
囲
及
び
基
本
協
定
と
の
関
係

第
二
章

原
産
地
規
則

第
二
・
一
条

原
産
地
証
明
書
の
発
給

第
二
・
二
条

修
正

第
二
・
三
条

原
産
地
に
関
す
る
証
拠
書
類
の
言
語

第
二
・
四
条

積
送
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第
二
・
五
条

軽
微
な
誤
り

第
二
・
六
条

原
産
品
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
確
認
に
お
け
る
連
絡

第
三
章

税
関
手
続

第
三
・
一
条

相
互
支
援

第
三
・
二
条

情
報
通
信
技
術

第
三
・
三
条

危
険
度
に
応
じ
た
管
理
手
法

第
三
・
四
条

事
前
教
示

第
三
・
五
条

不
法
な
取
引
の
取
締
り

第
三
・
六
条

知
的
財
産
権

第
三
・
七
条

情
報
の
交
換
及
び
秘
密
性

第
四
章

最
終
規
定

第
四
・
一
条

実
施

第
四
・
二
条

効
力
発
生
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第
四
・
三
条

改
正
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前
文

日
本
国
政
府
及
び
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
（
以
下
「
両
締
約
国
政
府
」
と
い
う
。
）
は
、

経
済
上
の
連
携
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
間
の
協
定
（
以
下
「
基
本
協
定
」
と
い
う
。
）
第
一
・
十
二
条

（
総
則

－

実
施
取
極
）
の
規
定
に
従
っ
て
、

次
の
と
お
り
協
定
し
た
。

第
一
章

総
則

第
一
・
一
条

適
用
範
囲
及
び
基
本
協
定
と
の
関
係

１

こ
の
取
極
は
、
基
本
協
定
の
特
定
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
の
詳
細
及
び
手
続
を
定
め
る
。

２

こ
の
取
極
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
基
本
協
定
に
お
い
て
定
め
る
定
義
は
、
こ
の
取
極
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

３

基
本
協
定
第
十
九
章
（
紛
争
解
決
）
の
規
定
は
、
こ
の
取
極
の
規
定
の
実
施
、
解
釈
又
は
適
用
に
関
す
る
両
締
約
国
政
府

間
の
紛
争
の
解
決
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
章

原
産
地
規
則
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第
二
・
一
条

原
産
地
証
明
書
の
発
給

１

輸
出
締
約
国
政
府
の
権
限
を
与
え
ら
れ
た
機
関
又
は
他
の
発
給
機
関
の
代
表
者
に
よ
る
原
産
地
証
明
書
へ
の
署
名
は
、
自

筆
の
も
の
又
は
電
子
的
に
印
刷
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
権
限
を
与
え
ら
れ
た
機
関
又
は
他
の
発
給
機
関
の
公
の
印
章
に
つ
い

て
も
、
電
子
的
に
印
刷
さ
れ
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

原
産
地
証
明
書
は
、
原
則
と
し
て
、
船
積
み
の
時
ま
で
に
発
給
す
る
。

３

原
産
地
証
明
書
が
船
積
み
の
時
ま
で
に
発
給
さ
れ
な
か
っ
た
例
外
的
な
場
合
に
お
い
て
、
輸
出
者
又
は
生
産
者
の
要
請
が

あ
っ
た
と
き
は
、
輸
出
締
約
国
政
府
の
国
内
法
令
に
従
っ
て
原
産
地
証
明
書
を
船
積
み
の
日
か
ら
十
二
箇
月
以
内
に
遡
及
し

て
発
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
当
該
原
産
地
証
明
書
の
関
連
す
る
欄
に
「I

S
S
U
E
D
R
E
T
R
O
S
P
E
C
T
I
V
E
L
Y

」

と
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
遡
及
し
て
発
給
さ
れ
た
原
産
地
証
明
書
は
、
そ
の
関
連
す
る
欄
に
船
積
み
の
日
を
記
載
す

る
。

４

遡
及
し
て
発
給
さ
れ
た
原
産
地
証
明
書
は
、
船
積
み
の
日
か
ら
一
年
間
有
効
な
も
の
と
す
る
。

５

輸
出
者
、
生
産
者
又
は
そ
れ
ら
の
者
の
権
限
を
与
え
ら
れ
た
代
理
人
は
、
発
給
さ
れ
た
原
産
地
証
明
書
が
そ
の
有
効
期
間

の
満
了
前
に
盗
ま
れ
、
亡
失
し
、
又
は
著
し
く
損
傷
し
た
場
合
に
は
、
輸
出
締
約
国
政
府
の
権
限
を
与
え
ら
れ
た
機
関
又
は
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他
の
発
給
機
関
に
対
し
、
当
該
権
限
を
与
え
ら
れ
た
機
関
又
は
他
の
発
給
機
関
が
保
有
す
る
文
書
に
基
づ
い
て
当
該
原
産
地

証
明
書
の
再
発
給
と
し
て
新
た
な
原
産
地
証
明
書
を
発
給
す
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ

て
発
給
さ
れ
る
原
産
地
証
明
書
に
つ
い
て
は
、
当
該
原
産
地
証
明
書
の
関
連
す
る
欄
に
「D

U
P
L
I
C
A
T
E
O
F
T
H
E
O
R
I
G
I
N
A
L

C
E
R
T
I
F
I
C
A
T
E
O
F
O
R
I
G
I
N
N
U
M
B
E
R
_
D
A
T
E
D
_

」
の
文
言
を
記
載
す
る
。
当
初
の
原
産
地
証
明
書
の
発
給
日
に
つ
い
て
は
、

新
た
な
原
産
地
証
明
書
に
記
載
す
る
。
当
該
新
た
な
原
産
地
証
明
書
に
つ
い
て
は
、
当
該
当
初
の
原
産
地
証
明
書
の
有
効
期

間
中
は
有
効
な
も
の
と
す
る
。

第
二
・
二
条

修
正

１

原
産
地
に
関
す
る
証
拠
書
類
に
不
正
確
な
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、

輸
出
者
、
生
産
者
又
は
そ
れ
ら
の
者
の
権
限
を
与
え
ら
れ
た
代
理
人
は
、
新
た
な
原
産
地
証
明
書
の
発
給
及
び
当
初
の

(a)
原
産
地
証
明
書
を
無
効
と
す
る
こ
と
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

輸
入
者
、
輸
出
者
又
は
生
産
者
は
、
新
た
な
原
産
地
証
明
文
書
を
作
成
し
、
当
初
の
原
産
地
証
明
文
書
を
撤
回
す
る
こ

(b)
と
が
で
き
る
。

２

１

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
輸
出
締
約
国
政
府
の
権
限
を
与
え
ら
れ
た
機
関
又
は
他
の
発
給
機
関
は
、
新
た
な
原
産
地

(a)
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証
明
書
の
発
給
申
請
に
応
じ
て
又
は
自
己
の
発
意
に
よ
り
、
誤
り
を
抹
消
し
、
及
び
必
要
な
加
筆
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
原

産
地
証
明
書
を
修
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
修
正
は
、
輸
出
締
約
国
政
府
の
権
限
を
与
え
ら
れ
た
機
関
又
は
他
の
発
給

機
関
の
公
認
さ
れ
た
署
名
及
び
公
の
印
章
に
よ
り
認
証
さ
れ
る
。

３

発
給
さ
れ
た
原
産
地
証
明
書
に
関
し
、
２
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
消
去
、
重
複
し
た
記
載
及
び
修
正
は
、
認
め

な
い
。

第
二
・
三
条

原
産
地
に
関
す
る
証
拠
書
類
の
言
語

１

原
産
地
に
関
す
る
証
拠
書
類
は
、
英
語
に
よ
り
作
成
す
る
。

２

１
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
国
へ
の
輸
入
に
つ
い
て
は
、
輸
入
者
は
、
原
産
地
証
明
文
書
を
日
本
語
に
よ
り
作
成
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
・
四
条

積
送

基
本
協
定
第
三
・
八
条
（
原
産
地
規
則

－

積
送
）

の
規
定
の
適
用
上
、
輸
入
者
は
、
産
品
の
再
こ
ん
包
、
ラ
ベ
ル
の
貼
替

(a)

え
又
は
分
割
を
行
う
場
合
に
は
、
輸
入
締
約
国
政
府
の
税
関
当
局
の
要
請
に
基
づ
き
、
そ
の
作
業
が
行
わ
れ
た
後
の
積
送
さ
れ

る
貨
物
の
状
態
に
合
致
す
る
原
産
地
に
関
す
る
証
拠
書
類
を
提
供
す
る
。
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第
二
・
五
条

軽
微
な
誤
り

輸
入
締
約
国
政
府
の
税
関
当
局
は
、
軽
微
な
誤
り
（
例
え
ば
、
軽
微
な
表
現
の
相
違
若
し
く
は
語
句
の
欠
落
、
タ
イ
プ
の
誤

り
又
は
指
定
さ
れ
た
欄
か
ら
の
は
み
出
し
）
を
考
慮
し
な
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
軽
微
な
誤
り
が
原
産
地
に
関
す
る

証
拠
書
類
に
含
ま
れ
る
情
報
の
正
確
性
に
疑
い
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
条
件
と
す
る
。

第
二
・
六
条

原
産
品
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
確
認
に
お
け
る
連
絡

１

基
本
協
定
第
三
・
二
十
一
条
（
原
産
地
規
則

－

原
産
品
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
確
認
）
及
び
第
三
・
二
十
二
条
（
原
産

地
規
則

－

原
産
品
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
確
認
の
た
め
の
訪
問
）
の
規
定
の
適
用
上
、
輸
入
締
約
国
政
府
の
税
関
当
局

と
輸
出
者
、
生
産
者
又
は
輸
出
締
約
国
政
府
の
権
限
を
与
え
ら
れ
た
機
関
若
し
く
は
税
関
当
局
と
の
間
の
連
絡
は
、
両
締
約

国
政
府
が
別
段
の
合
意
を
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
外
交
上
の
経
路
を
通
じ
て
行
う
。

２

１
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
基
本
協
定
第
三
・
二
十
一
条
（
原
産
地
規
則

－

原
産
品
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
確
認
）
及

び
第
三
・
二
十
二
条
（
原
産
地
規
則

－

原
産
品
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
確
認
の
た
め
の
訪
問
）
の
規
定
の
適
用
上
、
輸

入
締
約
国
政
府
の
税
関
当
局
は
、
輸
出
締
約
国
政
府
の
権
限
を
与
え
ら
れ
た
機
関
又
は
税
関
当
局
及
び
原
産
地
証
明
書
の
発

給
を
申
請
し
、
又
は
原
産
地
証
明
文
書
を
作
成
し
た
輸
出
者
又
は
生
産
者
と
、
１
に
規
定
す
る
連
絡
と
併
せ
て
、
い
ず
れ
か
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の
方
法
（
受
領
を
確
認
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
連
絡
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

１
及
び
２
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
税
関
当
局
は
、
日
本
国
に
お
い
て
発
給
さ
れ
た
原
産
地
証
明
書

が
真
正
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
日
本
国
の
経
済
産
業
省
が
提
供
す
る
経
済
連
携
協
定
に
基
づ
く
原
産
地
証

明
書
情
報
参
照
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

基
本
協
定
第
三
・
二
十
一
条
（
原
産
地
規
則

－

原
産
品
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
確
認
）
及
び
第
三
・
二
十
二
条
（
原
産

地
規
則

－

原
産
品
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
確
認
の
た
め
の
訪
問
）
の
規
定
に
基
づ
く
両
締
約
国
政
府
間
の
連
絡
に
使
用

さ
れ
る
言
語
は
、
英
語
と
す
る
。

第
三
章

税
関
手
続

第
三
・
一
条

相
互
支
援

１

両
締
約
国
政
府
は
、
関
税
法
令
の
適
正
な
適
用
を
確
保
す
る
た
め
、
並
び
に
関
税
法
令
の
違
反
及
び
そ
の
未
遂
を
防
止

し
、
調
査
し
、
並
び
に
こ
れ
ら
に
対
応
す
る
た
め
、
各
締
約
国
政
府
の
税
関
当
局
の
権
限
及
び
利
用
可
能
な
資
源
の
範
囲
内

で
、
両
締
約
国
政
府
の
税
関
当
局
を
通
じ
て
相
互
に
支
援
す
る
。

２

両
締
約
国
政
府
は
、
必
要
か
つ
適
当
な
場
合
に
は
、
両
締
約
国
政
府
の
税
関
当
局
を
通
じ
て
、
研
究
、
開
発
及
び
試
験
で
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あ
っ
て
、
新
た
な
税
関
手
続
並
び
に
取
締
り
の
た
め
の
新
た
な
装
置
及
び
技
術
に
関
す
る
も
の
、
税
関
職
員
の
訓
練
活
動
並

び
に
税
関
当
局
間
の
人
的
交
流
の
分
野
に
お
い
て
協
力
す
る
。

第
三
・
二
条

情
報
通
信
技
術

１

両
締
約
国
政
府
の
税
関
当
局
は
、
そ
の
税
関
手
続
に
お
け
る
情
報
通
信
技
術
の
利
用
（
両
税
関
当
局
間
に
お
い
て
可
能
な

電
子
デ
ー
タ
の
交
換
を
含
む
。
）
を
促
進
す
る
た
め
、
関
税
協
力
理
事
会
、
国
際
標
準
化
機
構
、
貿
易
手
続
簡
易
化
及
び
電

子
ビ
ジ
ネ
ス
の
た
め
の
国
際
連
合
セ
ン
タ
ー
そ
の
他
の
国
際
機
関
又
は
国
際
的
な
場
の
下
で
作
成
さ
れ
る
国
際
的
な
標
準
又

は
手
法
を
考
慮
し
て
、
協
同
の
努
力
を
払
う
。

２

両
締
約
国
政
府
の
税
関
当
局
は
、
税
関
手
続
を
改
善
す
る
た
め
、
情
報
通
信
技
術
の
利
用
に
関
す
る
情
報
（
最
良
の
慣
行

を
含
む
。
）
を
交
換
す
る
。

３

両
締
約
国
政
府
の
税
関
当
局
に
よ
る
個
別
の
情
報
通
信
技
術
の
導
入
及
び
強
化
に
つ
い
て
は
、
最
大
限
可
能
な
範
囲
で
、

関
係
当
事
者
が
表
明
す
る
見
解
を
考
慮
し
て
行
う
。

第
三
・
三
条

危
険
度
に
応
じ
た
管
理
手
法

１

日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
間
で
取
引
さ
れ
る
物
品
の
通
関
を
容
易
に
す
る
た
め
、
両
締
約
国
政
府
の
税
関
当
局
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は
、
引
き
続
き
危
険
度
に
応
じ
た
管
理
手
法
を
用
い
、
及
び
危
険
度
に
応
じ
た
管
理
手
法
に
関
す
る
技
術
の
向
上
を
促
進
す

る
。

２

両
締
約
国
政
府
の
税
関
当
局
は
、
危
険
度
に
応
じ
た
管
理
手
法
に
関
す
る
技
術
そ
の
他
の
取
締
り
の
た
め
の
技
術
に
関

し
て
情
報
（
最
良
の
慣
行
を
含
む
。
）
を
交
換
す
る
。

第
三
・
四
条

事
前
教
示

１

基
本
協
定
第
四
・
五
条
（
税
関
手
続

－
事
前
教
示
）
２
の
規
定
の
適
用
上
、
事
前
の
教
示
に
係
る
手
続
は
、
次
の
こ
と
を

確
保
す
る
も
の
と
す
る
。

事
前
の
教
示
の
申
請
に
係
る
要
件
（
提
供
す
る
情
報
及
び
申
請
の
様
式
を
含
む
。
）
が
公
に
利
用
可
能
で
あ
る
こ
と
。

(a)

輸
入
締
約
国
政
府
の
税
関
当
局
が
、
事
前
の
教
示
の
申
請
を
評
価
す
る
過
程
に
お
い
て
、
い
つ
で
も
、
そ
の
評
価
に
必

(b)
要
と
認
め
ら
れ
る
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
申
請
者
に
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

事
前
の
教
示
が
、
申
請
者
が
提
示
す
る
事
実
及
び
状
況
並
び
に
事
前
の
教
示
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る
税
関
職
員
が
保

(c)
有
す
る
そ
の
他
の
関
連
情
報
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
。

輸
入
締
約
国
政
府
の
税
関
当
局
が
、
全
て
の
必
要
な
情
報
を
伴
っ
た
申
請
を
受
領
し
た
日
か
ら
三
十
日
以
内
（
関
税
評

(d)
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価
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
九
十
日
以
内
）
に
事
前
の
教
示
を
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
及
び
当
該
三
十
日
又
は
当
該
九
十

日
の
期
間
内
に
事
前
の
教
示
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
申
請
者
に
対
し
そ
の
旨
の
通
報
を
行
う
こ
と
。

事
前
の
教
示
が
、
書
面
に
よ
り
行
わ
れ
、
か
つ
、
当
該
教
示
の
理
由
を
含
む
こ
と
。

(e)

事
前
の
教
示
を
使
用
す
る
条
件
（
そ
の
有
効
期
間
等
）
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

(f)
２

基
本
協
定
第
四
・
五
条
（
税
関
手
続

－

事
前
教
示
）
４
の
規
定
の
適
用
上
、
輸
入
締
約
国
政
府
の
税
関
当
局
は
、
次
の
場

合
に
は
、
既
に
行
わ
れ
た
事
前
の
教
示
を
修
正
し
、
又
は
撤
回
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

当
該
事
前
の
教
示
が
誤
っ
た
事
実
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
場
合
又
は
当
該
事
前
の
教
示
の
申
請
者
が
全
て
の
関
連
す
る

(a)
情
報
の
提
供
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合

当
該
事
前
の
教
示
が
そ
の
根
拠
と
し
た
法
令
、
事
実
又
は
状
況
に
変
更
が
生
じ
た
場
合

(b)

当
該
事
前
の
教
示
が
行
わ
れ
た
後
に
、
当
該
事
前
の
教
示
に
影
響
を
及
ぼ
す
基
本
協
定
又
は
こ
の
取
極
の
改
正
が
行
わ

(c)
れ
た
場
合

当
該
事
前
の
教
示
が
行
わ
れ
た
後
に
、
事
前
の
教
示
に
関
す
る
手
続
に
つ
き
、
当
該
事
前
の
教
示
に
影
響
を
及
ぼ
す
変

(d)
更
が
生
じ
た
場
合
。
た
だ
し
、
当
該
変
更
が
基
本
協
定
及
び
こ
の
取
極
の
規
定
（
特
に
１
に
規
定
す
る
要
件
）
に
反
し
な
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い
場
合
に
限
る
。

輸
入
締
約
国
政
府
の
税
関
当
局
が
、
当
該
事
前
の
教
示
を
修
正
し
、
又
は
撤
回
す
る
に
足
り
る
他
の
合
理
的
な
理
由
を

(e)
有
す
る
場
合

第
三
・
五
条

不
法
な
取
引
の
取
締
り

１

両
締
約
国
政
府
は
、
各
締
約
国
政
府
の
税
関
当
局
の
権
限
及
び
利
用
可
能
な
資
源
の
範
囲
内
で
、
次
の
事
項
の
取
締
り
に

関
し
て
、
協
力
し
、
及
び
情
報
を
交
換
す
る
。

不
正
な
薬
物
そ
の
他
の
禁
制
品
の
取
引

(a)

規
制
物
品
の
不
法
な
取
引

(b)
２

両
締
約
国
政
府
は
、
不
正
な
薬
物
そ
の
他
の
禁
制
品
の
取
引
へ
の
対
応
の
た
め
、
関
税
協
力
理
事
会
の
下
で
の
地
域
的
な

協
力
を
促
進
す
る
よ
う
努
め
る
。

第
三
・
六
条

知
的
財
産
権

両
締
約
国
政
府
の
税
関
当
局
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
権
限
及
び
利
用
可
能
な
資
源
の
範
囲
内
で
、
基
本
協
定
第
十
六
・
十
八
条

（
知
的
財
産

－

国
境
措
置
に
係
る
権
利
行
使
）
の
規
定
に
基
づ
く
国
境
措
置
の
適
用
に
当
た
り
、
協
力
し
、
及
び
情
報
を
交
換
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す
る
。

第
三
・
七
条

情
報
の
交
換
及
び
秘
密
性

１

い
ず
れ
の
締
約
国
政
府
も
、
自
国
の
関
税
法
令
に
従
っ
て
当
該
締
約
国
政
府
の
税
関
当
局
の
職
務
を
遂
行
す
る
場
合
又
は

情
報
を
提
供
し
た
税
関
当
局
の
同
意
が
あ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
章
の
規
定
に
従
っ
て
提
供
さ
れ
る
情
報
を
使
用
し
、

又
は
開
示
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

一
方
の
締
約
国
政
府
は
、
秘
密
性
の
保
持
又
は
情
報
の
使
用
目
的
の
制
限
に
関
し
、
自
己
が
要
請
す
る
保
証
を
他
方
の
締

約
国
政
府
か
ら
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
当
該
他
方
の
締
約
国
政
府
に
提
供
す
る
情
報
を
限
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

３

情
報
を
要
請
す
る
一
方
の
締
約
国
政
府
は
、
同
様
の
要
請
が
他
方
の
締
約
国
政
府
に
よ
り
行
わ
れ
た
な
ら
ば
応
ず
る
こ
と

が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
自
己
の
要
請
に
お
い
て
そ
の
事
実
に
つ
い
て
注
意
を
喚
起
す
る
。
当
該
要
請
に
応
ず
る
か
否
か
に

つ
い
て
は
、
当
該
他
方
の
締
約
国
政
府
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
。

４

こ
の
章
の
規
定
に
従
っ
て
一
方
の
締
約
国
政
府
の
税
関
当
局
か
ら
他
方
の
締
約
国
政
府
の
税
関
当
局
に
提
供
さ
れ
る
情
報

に
つ
い
て
は
、
当
該
他
方
の
締
約
国
政
府
は
、
裁
判
所
又
は
裁
判
官
が
行
う
刑
事
手
続
に
お
い
て
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
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た
だ
し
、
当
該
他
方
の
締
約
国
政
府
が
当
該
情
報
を
提
供
し
た
税
関
当
局
の
書
面
に
よ
る
事
前
の
同
意
を
得
て
い
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５

４
の
規
定
は
、
一
方
の
締
約
国
政
府
が
、
外
交
上
の
経
路
又
は
他
方
の
締
約
国
政
府
の
国
内
法
令
に
従
っ
て
設
け
ら
れ
た

そ
の
他
の
経
路
を
通
じ
て
、
４
に
規
定
す
る
情
報
に
係
る
要
請
を
、
当
該
他
方
の
締
約
国
政
府
に
提
出
す
る
こ
と
を
妨
げ
る

も
の
で
は
な
い
。

６

こ
の
条
の
規
定
は
、
情
報
を
入
手
し
た
税
関
当
局
が
属
す
る
締
約
国
政
府
の
国
内
法
令
に
よ
り
必
要
と
さ
れ
る
限
度
に
お

い
て
、
こ
の
章
の
規
定
に
従
っ
て
提
供
さ
れ
た
情
報
が
使
用
さ
れ
、
又
は
開
示
さ
れ
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
当

該
税
関
当
局
は
、
可
能
な
限
り
、
情
報
を
提
供
し
た
税
関
当
局
に
対
し
、
そ
の
開
示
に
つ
い
て
事
前
に
通
報
す
る
。

７

両
締
約
国
政
府
は
、
次
の
場
合
に
は
、
こ
の
章
の
規
定
に
従
っ
て
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

自
国
の
主
権
、
公
の
秩
序
、
安
全
そ
の
他
の
重
大
な
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

(a)

正
当
な
産
業
上
、
商
業
上
若
し
く
は
職
業
上
の
利
益
に
反
し
、
又
は
当
該
利
益
を
害
す
る
こ
と
と
な
る
場
合

(b)

被
要
請
締
約
国
政
府
の
国
内
法
令
に
反
す
る
場
合

(c)

法
令
の
実
施
を
妨
げ
る
場
合

(d)
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第
四
章

最
終
規
定

第
四
・
一
条

実
施

こ
の
取
極
は
、
両
締
約
国
政
府
に
よ
り
、
基
本
協
定
及
び
両
締
約
国
に
お
い
て
効
力
を
有
す
る
国
内
法
令
に
従
い
、
実
施
さ

れ
る
。

第
四
・
二
条

効
力
発
生

こ
の
取
極
は
、
基
本
協
定
の
効
力
発
生
の
時
に
効
力
を
生
じ
、
基
本
協
定
が
有
効
で
あ
る
限
り
効
力
を
有
す
る
。

第
四
・
三
条

改
正

こ
の
取
極
は
、
両
締
約
国
政
府
の
書
面
に
よ
る
合
意
に
よ
り
改
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
両
締
約
国
政
府
は
、
い
ず
れ
か
の

締
約
国
政
府
の
要
請
に
基
づ
き
、
こ
の
取
極
の
改
正
に
つ
い
て
相
互
に
協
議
す
る
。

以
上
の
証
拠
と
し
て
、
下
名
は
、
正
当
に
委
任
を
受
け
て
こ
の
取
極
に
署
名
し
た
。

二
千
十
四
年
七
月
八
日
に
キ
ャ
ン
ベ
ラ
で
、
ひ
と
し
く
正
文
で
あ
る
日
本
語
及
び
英
語
に
よ
り
本
書
二
通
を
作
成
し
た
。
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日
本
国
政
府
の
た
め
に

安
倍
晋
三

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
の
た
め
に

ト
ニ
ー
・
ア
ボ
ッ
ト


